
○久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱 

平成26年５月21日 

教育委員会告示第10号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、文化財の適切な保存を図るため、指定文化財の日常的な維

持、管理及び後継者育成を行う者に対し、当該維持、管理及び後継者育成に要

する経費の一部に充てさせるための費用として、予算の範囲内において久喜市

指定文化財維持等交付金（以下「交付金」という。）を交付することについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の交付金の交付に関しては、文化財保護法（昭和35年法律第214号。以

下「法」という。）、埼玉県文化財保護条例（昭和30年埼玉県条例第46号。以

下「県条例」という。）、久喜市文化財保護条例（平成22年久喜市条例第106

号。以下「条例」という。）及び久喜市補助金等の交付に関する規則（平成22

年久喜市規則第59号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示

の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において「文化財」とは、法、県条例及び条例によって定めら

れた文化財をいう。 

２ この告示において「指定文化財」とは、指定有形文化財等及び指定無形文化

財等をいう。 

３ この告示において「指定有形文化財等」とは、法、県条例及び条例の規定に

基づき、国、埼玉県又は市から指定を受けた有形文化財及び有形の民俗文化財

をいう。 

４ この告示において「指定無形文化財等」とは、法、県条例及び条例の規定に

基づき、国、埼玉県又は市から指定を受けた無形文化財及び無形の民俗文化財

をいう。 



（交付申請者） 

第３条 この告示の規定に基づき交付金の交付の申請をすることができる者は、

次の各号に掲げる文化財の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 

(1) 指定有形文化財等 指定有形文化財等の所有者（当該所有者に代わり管

理責任者が選任されている場合にあっては、当該管理責任者）。ただし、当

該文化財が公共機関等に寄託されている場合は交付金の交付の申請の対象と

しない。 

(2) 指定無形文化財等 指定無形文化財等の後継者育成団体（当該指定無形

文化財等を保持する者が主たる指導員となっている団体で、代表者の定めの

あるものをいう。） 

（交付金の額） 

第４条 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を限

度とする。 

(1) 指定無形文化財等 年額３０，０００円 

(2) 指定有形文化財等 年額１０，０００円 

（交付申請） 

第５条 交付金の交付を申請しようとする者（次条において「申請者」とい

う。）は、指定文化財維持等交付金交付申請書兼請求書（様式第１号。次条に

おいて「申請書兼請求書」という。）を、次の各号に掲げる文化財の区分に応

じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 (1) 指定有形文化財等 当該文化財等の現況写真 

 (2) 指定無形文化財等 当該文化財等を保持する者が主たる指導員として後

継者を育成していることが確認できる写真 

 （交付決定等） 

第６条 市長は、申請者から申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を

審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。 



２ 市長は、前項の規定により交付金の交付について決定し、交付金の額を確定

したときは、指定文化財維持等交付金交付決定通知書（様式第２号）により申

請者に通知し、交付金を交付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付金を交付しないことを決定したときは、指

定文化財維持等交付金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２５日教委告示第２５号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年６月２５日教委告示第１２号） 

この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則（令和８年４月２４日教委告示第１４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 


